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区の手続きや施設・イベント案内は せたがやコール午前8時〜午後9時（年中無休）☎03-5432-3333 FAX 03-5432-3100せ
た

がや
コール

対 ＝対象（特に記載がない場合、区内在住・在勤・在学者） 日 ＝日時・日程　場 ＝会場　 ＝当日直接会場へ　講 ＝講師
費 ＝費用（特に記載がない場合、無料） 備 ＝ほかの情報（「保育可」は生後5か月以上で首がすわっている子から小学校就学前までが対象） 申 ＝申込方法
問 ＝問合せ先　 はパソコン、 はパソコン・スマートフォン（一部）で区のホームページ（右記二次元コード）から申込可。※一部対応できない機種があります。

マーク概要

●区のおしらせ「せたがや」の情報をご利用のスマートフォン等に配信します。ご利用方法等詳しくは、区のホームページをご覧ください。 問 広報広聴課 ☎5432-2009 FAX 5432-3001

問 広報広聴課 ☎5432-2014 FAX5432-3001

区民意識調査2022の
結果をお知らせします

区政に対する区民の皆さんの意識やニーズをお聴きし、区政運営の参考とするために、毎年「区民意識調査」を実施して
います。このたび、調査結果がまとまりましたので、その一部をお知らせします。
※表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しないことがあります。

●暮らしの満足度
　現在の暮らしの満足度を聴いたところ、「十分満足している」
（27.3％）と「十分とはいえないが満足している」（57.3％）を合わ
せた《満足している》（84.6％）が8割半ばとなっています。

（%）

十分満足している
27.3

満足している 84.6 不満である
12.6

まだまだ不満だ 10.4

きわめて不満だ 2.2

わからない 1.6

無回答 1.1

十分とはいえないが満足している
57.3

●区が積極的に取り組むべき事業
　今後区が積極的に取り組むべき事業を聴いたところ、「災害に強い
まちづくり」（28.1％）が最も高く、「高齢者福祉の充実」（21.1％）、
「防犯・地域安全の対策」（18.7％）と続いています。

（%）

災害に強いまちづくり

302010 400

高齢者福祉の充実

防犯・地域安全の対策

子どもが育つ環境づくり

見守り施策や地域支えあいの
推進など、区民・事業者との

協働による地域づくり

28.128.1

21.121.1

18.718.7

16.516.5

11.211.2

　詳しい調査結果は、冊子「世田谷区民意識調査2022」「同概要版」（区政情報センタ
ー、総合支所区政情報コーナー、図書館にあり）をご覧ください。区のホームページ
からもご覧になれます。

（%）

高齢者人口の増加に備えた持続可能な
地域福祉の充実

安全で災害に強い都市基盤の整備
（道路など）

50302010 400

子どもを生み育てやすい環境の整備

みどり豊かな住環境の維持・向上

地域防災力の向上

持続可能な循環型社会に向けた取組みの推進
（脱炭素化、ごみ減量など）

社会的孤立・孤独への対策の充実

健康を保持増進する環境づくりの推進

気候変動を緩和し、適応する取組みの推進

若者が活躍できる地域づくり

47.847.8

39.939.9

39.739.7

38.838.8

28.828.8

28.828.8

25.425.4

23.223.2

22.922.9

22.222.2

●次期基本計画で期待する取組み
　これからの10年後を見据えて、次期基本計画（6年度～ 13年度）において期待する
取組みを聴いたところ、「高齢者人口の増加に備えた持続可能な地域福祉の充実」
（47.8％）が最も高く、「安全で災害に強い都市基盤の整備（道路など）」（39.9％）、「子
どもを生み育てやすい環境の整備」（39.7％）と続いています。

主なご意見等 区の考え方
　条例を作成することに意義があると思っている。地域共生社会というものを、心身の
機能に障害がある区民のみならず、様々な状況や状態の区民が互いの多様性を尊重し、
異なる価値観を認め合い、暮らし続けられる社会、と言葉で定義したのは良いと思う。
障害者同士の無関心、障害者間の無意識の差別意識も取り除いていきたい。障害に止ま
らず多様性を学べる機会を作ってほしい。

　条例制定を機に区民の皆さんが障害、障害者及び障
害の社会モデルについての理解を深める機会を増やす
ため、施策に取り組んでいきます。また、関係所管と
も連携し、多様性を学べる機会の創出についても検討
していきます。

　社会が障害を生み出しているという社会モデルは、まだ世間では一般的に認知されて
おらず、医学モデルの考え方が浸透しています。第3条以降、社会モデルが条文に明記
されているため、社会モデルの定義を先に示しておく必要があると考えられます。

　ご意見をいただいた「社会モデル」について、定義
の記載を含めて、皆さんにご理解いただけるよう条文
の記載について検討していきます。

区民意見提出手続（パブリックコメント）実施結果～主なご意見等と区の考え方の要旨をお知らせします

～区のホームページから閲覧・提出ができます

　5～6月に実施したパブリックコメントでは、138人の方からご意見等（286件）をいただきました。

問 障害施策推進課 ☎5432-2958 FAX5432-3021

　パブリックコメントの結果は、区のホームページ（右記二次元コード）または障害施策推進課、区政情報センター、総合支所区政情報コー
ナー、総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、図書館でご覧になれます。いただいたご意見を踏まえ、5年1月に条例を施
行する予定です。

　2050年までの区内の温室効果ガス排出量実質ゼロをめざし、温室効果ガスの排出を削減し気候変動を食い止める取組みと、気象災害から区民の
生命と財産を守る取組みを一層進めるため、「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」を取りまとめました。
閲覧場所／区のホームページ（右記二次元コード）、環境計画課、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、総合支所くみん窓口・出張所・ま
ちづくりセンター、図書館
提出期限／10月6日(必着)
提出方法／●区のホームページ(右記二次元コード）から　●①ご意見・ご提案②住所または勤務先・通学先の所在地・名称③氏名④法人・
団体の場合は名称・代表者名・所在地を明記したハガキ・書面をファクシミリ、郵送または持参で環境計画課（〒158-0094玉川1-20-1☎
6432-7131 FAX6432-7981）へ ※点字表記・音声媒体・手話を録画した動画による提出可。
意見の公表／5年2月（予定）

（仮称）世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例（素案）

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」にご意見をお寄せください


